
 

 

１５国民春闘の特徴は、安倍政権による様々な規制緩和により、円安や物価の上昇と消費税率引
き上げによって、実質賃金は１８ヵ月連続のマイナスとなっています。消費支出も大幅に減少し続け、
格差と貧困がいっそう拡大し、多くの労働者・国民が「暮らしにゆとりがなくなった」と答えています。 
全ての労働者に大幅賃上げを実現し、実質賃金の低下に歯止めをかけ、労働者・国民の暮らし

を改善する事が求められています。 

■雇用確保と労働条件の維持・向上を 

・ＮＴＴグループで働く10万人以上の非正規雇用労
働者の正社員化を行う 
・６０歳超え契約社員の労働条件の大幅改善 
・「成果・業績主義」賃金制度を廃止し、「生計費原
則に基づく賃金制度」を設ける  
■暮らしを守る賃金改善要求 

・資格賃金を３万円以上引き上げる 
・非正規雇用労働者の時間賃金を一律 ２５０円以
上引き上げるとともに、最低１５００円以上に引き上
げる 
・夏期特別手当は、基準内賃金の３.５ヵ月＋２０万円 
・地域会社の賃金等をＮＴＴ本体会社に準拠させる 
・扶養手当を基準内に見直しする 
・短特社員の賃金を社員レベルまで引き上げる 
 
 
 
 
ＮＴＴグループ労働者の３割を超える非正規雇用

労働者（１０万４５５人＝29期有価証券報告書より）は
業務の中心を担いながらも、低賃金で正社員並み
の働きを押し付けられ、労働条件には大きな隔たり
があり、雇用不安も感じながら働いています。 
２０１６年４月から、非正規雇用社員にも６０歳定年

制が制度化されますが、時間給は６０歳超え契約社
員Ａ・Ｂに揃えるとしています。大幅なダウンです。 
希望するすべての非正規雇用社員の正社員化

を求めます。また、非正規雇用社員の賃金格差を
是正し、生活できる時間給１５００円以上への賃金引
上げが必要です。 

■株主優先・労働者犠牲の経営方針を改めよ 
ＮＴＴでは、２０１４年３月期の連結決算では営

業利益が１兆２１３７億円を超え、内部留保は９兆１
４０３億円となっています。１株当たりの配当額も 
１７０円（１００分割）で、役員報酬は２０１３年度で１人
当たり ４９２０万円も支払われていますが、多くの
労働者は１０年以上も賃上げがありません。 
内部留保のわずか数％をつかえば通信労組

の要求している賃上げや、非正規雇用労働者
の社員化・均等待遇が可能です。 

 
■６０歳超え契約社員の格差を是正せよ 
６０歳超え契約社員は事業の中核を担いなが

らも現行の年収が２３０～４０万円と低すぎます。
通信労組は、処遇体系の再構築における「６０歳
超え契約社員雇用スキーム」の３００万円と同等
の年収に見直すことと、基本賃金を時給１５００円
に引上げ月給制とすること等の要求をしていま
す。 

 
 
 
 
 
ＮＴＴ東・西日本を含む４社は「５０歳退職・再

雇用」に応じなかった社員を再雇用させない為
に、社員就業規則に『「５０歳退職・再雇用」での
満了型選択者は雇用延長しない』と追加修正し
ました。「改正高年齢者雇用安定法」の趣旨に
反する差別的扱いを押しつけるなど到底許さ
れるものではありません。 

■「賃金」について私たちはこのように考えます 

■「成果・業績主義」賃金制度は廃止せよ！ 
・月例賃金・退職手当のD評価及び特別手当のⅠ評
価を廃止する 
・病気休職者や病気休暇及び軽減勤務者に対する
特別手当の査定減額（定率部分）は、治療に専念
することを妨げ、安全と健康に対する「配慮義務」
に欠けるものであり直ちに廃止する 

 
■退職手当制度の改善要求 
・退職手当の累積額は旧退職手当制度における標
準労働者６０歳退職水準（約２６００万円）に到達で
きる額とする 

 
■「若年世代からの賃下げ」制度の改善要求 
・「若年世代からの賃下げ」制度を撤回する 
・現行の基準内賃金額を維持し、加給の上限額設
定を廃止する 

本来賃金とは、評価や競争をあおるものでは
なく労働者が家族を構成しその生活を支えるた
め、結婚、育児、教育、老後の準備などのライフ
サイクルに対応すべきものです。そのため、労働
基準法の第１条で「労働者が人たるに値する生
活を営むための必要を充たすべきもの」と規定
しています。 
労働者の生活向上を保障できない賃金制度

は、労働意欲を失わせ、企業活力まで衰退させ
ます。社会活動とその発展の源である労働力を
維持する保障として、生計費原則の賃金制度は
不可欠です。 

 

 


